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あなたの健康づくりを応援します

あなたが加入している健康保険組合です。
大切なお知らせを掲載しています。ご家族の皆さまでお読みください。

厚生労働省近畿厚生局の事務監査が実施されました
監督庁である厚生労働省近畿厚生局の事務監査が去る10月31日（火）、健保会館会議室において実施されました。
その結果、「改善を要する事項が認められたものの、事業全般については概ね良好に実施されている。引き続き、保
険者として保健事業の充実を図るとともに、さらに適正な事業運営に取り組み、健康保険制度の公平性及び信頼性
の確保に尽力すること。」という講評をいただきました。

〝参加して良かった〞と実感できるプログラムです

＊1：既往歴等によっては、参加者様の健康を守るため、医薬品をお渡し出来ない場合がございます。
＊2：上記以外でもうつ病の既住歴やその他治療中の病気がある方は、主治医の許可が出ない場合

は参加をお断りすることがございます。
＊3：参加資格がないことが発覚した場合、（退職者等）は全額自己負担の場合がございます。
＊4：動作環境については、アプリダウンロード上の画面で要件をご確認ください。（PC/タブレット不可）

● ご参加の条件 ＊2
● 健康保険組合へご加入の方 ＊3
● スマートフォンアプリを利用できる方 ＊4
● 禁煙を希望する方

● お問合せ
ascure（アスキュア）卒煙サポートチーム
メール：ascure@cureapp.jp
TEL：050-3066-5944
対応時間：月曜～金曜 10:00～17:00
　　　　   （土日祝日休み）

【申込期限】
2024年2月29日 （木） まで
※申込み後のプログラム契約開始期限：2024年3月31日（日）

【申込上限人数】
 先着順となりますので、お申込みはお早目に！

主 な 内 容
新年のごあいさつ
年間医療費のお知らせ及び医療費控除について
特定健診の受診案内について

検 索

http://www.hyogo-unyu-kenpo.or.jp/

ホームページに皆さまに役立つ情報を掲載しております。

兵庫県運輸業健康保険組合



　
平
素
よ
り
当
健
康
保
険
組
合
の
事
業
運
営
に
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
５
月
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
法

上
の
位
置
付
け
が
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
じ
５
類
に
移
行
さ
れ
、
11
月
に
は

日
経
平
均
株
価
が
バ
ブ
ル
後
の
最
高
値
を
更
新
す
る
な
ど
、
社
会
経
済
活
動
の
回
復

傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。
長
い
デ
フ
レ
か
ら
脱
却
し
、
30
年
ぶ
り
と
い
わ
れ

る
変
化
に
、
今
後
の
日
本
経
済
へ
の
期
待
感
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
わ
が
国
の
人
口
構
造
を
見
ま
す
と
、
総
人
口
の
減
少
が
続
く
中
で
65
歳
以
上
の
人

口
割
合
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
高
齢
化
率
の
上
昇
に
よ
り
、
医
療
費
を
は
じ
め

と
し
た
社
会
保
障
費
は
増
大
し
、
２
０
２
１
年
度
の
社
会
保
障
給
付
費
は
国
内
総
生

産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
25
％
を
超
え
、
過
去
最
高
と
な
り
ま
し
た
。
昨
年
５
月
に
成
立
し

た
健
康
保
険
法
の
改
正
法
は
、
社
会
保
障
制
度
の
支
え
手
で
あ
る
現
役
世
代
の
負
担

増
を
抑
制
し
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
社
会
保
障
費
の
増
加
を
公
平
に
支
え
る
仕
組
み

が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
が
、
ま
だ
十
分
と
は
い
え
ず
、
課
題
が
残
り
ま
す
。

　
昨
年
６
月
に
は
、
岸
田
政
権
が
今
後
の
政
策
方
針
と
な
る
「
骨
太
の
方
針
２
０
２

３
」
な
ど
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。
少
子
化
対
策
は
待
っ
た
な
し
で
社
会
全
体
で
取

り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
い
ま
す
が
、
財
源
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
と
な
る
事
項

も
多
く
、
健
保
組
合
へ
の
影
響
な
ど
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
健
保
組
合
全
体
の
令
和
４
年
度
の
決
算
見
込
み
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
受
診
控
え
に
伴

い
高
齢
者
医
療
へ
の
納
付
金
が
一
時
的
に
減
少
し
た
こ
と
で
、
全
体
で
は
黒
字
と
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
約
４
割
の
健
保
組
合
で
は
依
然
と
し
て
赤
字
と
な
っ
て
お
り
、

厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
令
和
５
年
度
は
、
高
齢
者
医
療
へ
の
納
付
金
の

増
加
と
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の
水
準
を
上
回
る
医
療
費
の
伸
び
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
団
塊
の
世
代
」
が
す
べ
て
後
期
高
齢
者
と
な
る
２
０
２
５
年
以
降
も
こ
の
傾
向
は

続
く
と
考
え
ら
れ
、
健
保
組
合
を
取
り
巻
く
状
況
は
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
。

　
ま
た
、
６
月
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
等
の
一
部
改
正
法
が
可
決
・
成
立
し
、
今
年

秋
に
は
健
康
保
険
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
一
体
化
さ
せ
、
現
行
の
健
康
保
険

証
を
廃
止
す
る
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利

用
は
、
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
に
欠
か
せ
な
い
仕
組
み
で
あ
り
、
薬
剤
情
報
や
特
定
健
診
の

結
果
な
ど
を
活
用
し
た
よ
り
適
切
な
医
療
の
提
供
な
ど
、
被
保
険
者
の
メ
リ
ッ
ト
に

も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
保
険
者
と
し
て
協
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
は
、
診
療
報
酬
と
介
護
報
酬
の
ダ
ブ
ル
改
定
や
、
第
３
期
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
、
第
４
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
な
ど
、
健
保
組
合
に
と
っ
て
も

重
要
な
施
策
が
始
ま
る
年
と
な
り
ま
す
。
第
４
期
特
定
保
健
指
導
で
は
、
保
健
指

導
の
効
果
を
具
体
的
に
評
価
す
る
た
め
の
ア
ウ
ト
カ
ム
（
結
果
）
評
価
が
導
入
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
働
き
方
が
多
様
化
す
る
中
で
、
女
性
の
健
康
課
題
や
ロ
コ
モ
テ

ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
と
い
っ
た
新
た
な
取
り
組
み
も
重
視
さ
れ
ま
す
。
当
健

保
組
合
も
、
一
つ
一
つ
課
題
を
乗
り
越
え
な
が
ら
、
時
代
に
即
し
た
取
り
組
み
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ま
が
こ
の
一
年
を
明
る
く
健
や
か
に
過
ご
さ
れ
ま

す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

兵
庫
県
運
輸
業
健
康
保
険
組
合

理
事
長

　濵
田

　長
伸

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

パート・アルバイト等で働く被扶養者の方へ

一時的な収入一時的な収入増増

証明書を提証明書を提出出

　健康保険の被扶養者には年収の要件が定められています。この要
件が「年収の壁」になり、仕事があるのに被扶養者の資格を維持す
るために働くことができないと指摘されています。
　そこでこのような状況を解消するために、事業主が一時的な収入
増であることを証明することで、引き続き被扶養者として認定される
仕組みになりました。パート・アルバイト等で収入が被扶養者の収入要件を上回る場合には、人手不足で労働時
間を延長して一時的に収入が増えたという証明書を事業主に作成してもらい、被扶養者資格の確認の際に提出し
てください。事業主の証明書に使用する書式は厚生労働省のWEBサイトに掲載されています。
　ただし、この仕組みはあくまで一時的な収入増に対応するためのものですので、利用できるのは原則として連
続２年間までです。

一時的な収入一時的な収入増増はは
被扶養者の資格確認の際に被扶養者の資格確認の際に事業主事業主のの
証明書を提証明書を提出出してくださいしてください

年収130万円未満
（60歳以上・障害年金受給者は

180万円未満）

事業主の証明書を提出する流れ

労働時間延長で
収入増

人手不足による労働時間の延
長などで収入が被扶養者の要
件を上回った。

事業主が証明書を
作成

被扶養者のパート・アルバイ
ト先の事業主に依頼して証明
書を作成してもらう。

資格確認の際に
提出

健康保険組合の行う被扶養者
資格の確認の際に、事業主の
証明書を提出する。

人手不足で働く日数が多くなった、残業時間が増えたなどのケースが該当し
ます。基本給の増加や手当ての新設などで継続的に収入が被扶養者の要件を
上回るケースは該当しません。また、フリーランスや自営業の人は対象外です。

具体的な上限額は定められていません。収入増が著しく大きい場合などでは
雇用契約書等も確認して総合的に判断します。

複数の勤務先がある場合は、収入増の主な要因となった勤務先の事業主から
証明書を取得します。複数の勤務先がそれぞれ一時的な収入増に影響してい
る場合は、それぞれの勤務先から事業主の証明書を取得してください。

どのような収入増が
対象ですか？

一時的な収入増と
認められる金額の
上限はありますか？

複数の勤務先がある場合は
どうしたらよいですか？

「年収の壁」対策として、パート・アルバイト等で働く被扶養者で
被扶養者の収入要件を超える一時的な収入増があった場合は、

事業主からの証明書を提出すれば継続して被扶養者になることができます。

被扶養者の収入要件
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医
療
費
控
除
と
は
、
そ
の
年
の
１
月
１

日
～
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
支
払
っ
た
医

療
費
の
合
計
が
10
万
円
（
総
所
得
金
額
が

２
０
０
万
円
以
下
の
人
は
総
所
得
金
額
の

５
％
）
を
超
え
た
場
合
に
、
超
え
た
分
の

医
療
費
を
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
く
（
控

除
す
る
）
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
所
得
税

額
を
軽
減
で
き
る
制
度
で
す
。
控
除
で
き

る
上
限
額
は
２
０
０
万
円
で
す
。
所
得
金

額
な
ど
を
基
に
算
出
す
る
翌
年
度
の
住
民

税
が
減
額
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
窓

口
で
支
払
っ
た
医
療
費
や
通
院
の
た
め
の

公
共
交
通
機
関
に
よ
る
交
通
費
、
治
療
目

的
の
市
販
薬
や
リ
ハ
ビ
リ
費
用
な
ど
で

す
。
本
人
だ
け
で
な
く
、
生
計
が
同
一
で

あ
れ
ば
、
同
居
・
別
居
を
問
わ
ず
家
族
の

分
を
合
算
で
き
ま
す
。

　
市
販
薬
に
つ
い
て
は
、「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

医
療
費
控
除

１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
て
高
額
に
な
っ
た
と
き
は
、

超
え
た
分
を
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
い
て
、
納
税
額
を
軽
減
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

年
間
の
医
療
費
10
万
円
超
な
ら

超
え
た
分
を
所
得
か
ら
差
し
引
く

健康保険
の手続き
早分かり

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
」（
医
療
費
控
除
の
特

例
）
を
使
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ

は
、
特
定
の
成
分
を
含
む
市
販
薬
（
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
等
）
の
購
入
額
が
年
間

１
万
２
０
０
０
円
を
超
え
た
場
合
に
、
超

え
た
分
（
上
限
額
８
万
８
０
０
０
円
）
を
、

所
得
金
額
か
ら
控
除
で
き
る
制
度
で
す
。

医
療
費
控
除
と
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

　
医
療
費
控
除
や
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
確
定
申
告

の
際
に
は
、
支
払
っ
た
医
療
費
の
内
容
が

分
か
る
よ
う
に
、
当
組
合
か
ら
発
行
さ
れ

る
年
間
医
療
費
通
知
を
添
付
し
ま
す
。
医

療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
な
い
分
は
「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
を
作
成
し
て
提
出
し

ま
す
。
領
収
書
は
添
付
不
要
で
す
が
、
５

年
間
保
有
し
て
お
き
、
税
務
署
か
ら
求
め

ら
れ
れ
ば
提
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
確
定
申
告
は
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
た
電
子
申
告
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）
な
ら
ば
、い
つ
で
も
申
告
で
き
、

添
付
書
類
も
不
要
と
な
り
便
利
で
す
。
ま

た
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
」
を
利
用

す
る
と
、
医
療
費
通
知
情
報
を
自
動
で
取

得
し
、
確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
へ
自
動

入
力
し
て
く
れ
る
な
ど
さ
ら
に
効
率
的
で

す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
は
事

前
の
設
定
が
必
要
で
す
。
確
定
申
告
に
関

す
る
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

ン
税
制
は
併
用

で
き
ず
、
ど
ち

ら
か
一
方
を
選

択
し
ま
す
。
ど

ち
ら
が
有
利
か

は
、
ケ
ー
ス
に

よ
っ
て
異
な
り

ま
す
の
で
、
試

算
し
て
み
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は

確
定
申
告
が
必
要

医
療
費
控
除
の
特
例

「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
」

ワンポイント

●世帯当たりの年間の医療費が10万円超なら
　超えた分を所得から控除
●控除額の上限は200万円
●医療費控除を受けるには
　確定申告が必要

セルフメディケーション税制の対象となる
市販薬には、上記マークが付いています。

マイヘルスウェブ（MY HEALTH WEB）上で医療費控除の電子申告ができます

【通知対象期間】 医療機関受診分 ： 2023年1月～2023年11月受診分
整骨院等療養費分 ： 2023年1月～2023年11月支給決定分

年間医療費のお知らせ2023年 1月～ 2023年 11月分
●●　●●　様

2024年　2月　◯日
　　　　兵庫県運輸業健康保険組合

医療機関名は表示されないものがありますので、ご了承ください。

この通知にご不明の点がありましたら健保組合（事業所担当者）までお申し出下さい。

受　診　者　氏　名

合　　　　　　　計

区  分診療年月
日数
または
回数

医　　療　　費　　内　　訳
総　額 組合負担額 公費負担額 本 人 負 担 額 Ⓐ

Ⓐに対する
組合給付額Ⓑ

本人最終負担額
ⒶーⒷ 摘要

健保　太郎
◯◯診療所
◯◯調剤薬局
◯◯整形外科

健保　花子
◯◯歯科
◯◯歯科
◯◯病院

入院外
調剤
入院外

歯科
歯科
入院

4
4
4

4
4
4

5
5
8

6
7
8

1
1
1

3
1
1

７４６０
２９００
３７００

 
 

２１７００
４０００
６３０００

５２２２
２０３０
２５９０

 
 

１５１９０
２８００
４４１００

２２３８
８７０
１１１０

 
 

６５１０
１２００
１８９００

１０２７６０ ７１９３２ ３０８２８０

２２３８
８７０
１１１０

 
 

６５１０
１２００
１８９００

３０８２８０

摘要のご説明 1＝本人高額療養費・家族高額療養費
2＝一部負担還元金・家族療養付加金

治療を受けた医療機関、
日付、回数などに間違い
がないか確認しましょう

窓口での支払い額を確認
するだけでなく、かかった
医療費の総額も把握して
おきましょう

事業所　6200　　　　　　　　○○株式会社

所　属　1234

記号番号　6200－1

健保　太郎　様

神戸市中央区相生町 4丁目 6番 4号
T E L （ 0 7 8 ） 3 4 1 - 4 8 0 1

兵 庫 県 運 輸 業 健 康 保 険 組 合 　

年に1回「年間医療費のお知らせ」を配付しています
当組合では健康保険制度の健全な運営に資するため、加入員の皆さまへ医療費の確認及び健康や制度に対する

意識を深めていただくことを目的に年に1回医療費のお知らせを発行しており、今年も例年通り事業主を通じて「年
間医療費のお知らせ」を2月中旬頃に送付いたします。
ただし、通知対象期間は下記のとおりとなりますので、「年間医療費のお知らせ」に反映されていない12月診療分

（医療機関から当組合への請求に時間を要するため）につきましては、医療機関発行の領収書から作成した医療費
控除の明細書にて申告していただくことになります。
※その他、医療費控除の申告方法等について不明点がある場合は、管轄の税務署まで直接お問い合わせください。
医療費控除の申告をお急ぎの方、又は資格喪失により手元に本お知らせがない場合には、従来どおり医療機関発行
の領収書にてご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

個人向け健康ポータルサイト「MY HEALTH WEB」ではご
自身の医療費情報等確認することができ、税務署へ電子申告
することができます。ただし医療費情報は診療月から3ヵ月後
に表示され、医療費控除に必要な情報が表示されない場合も
ありますのでご注意ください。
※利用するためには事前に初期情報を登録する必要があります。
　当組合ホームページ上のバナーからアクセスしてください。

領収証は大切に保管しましょう

現在領収証に代わり、年間医療費のお知らせを添付すること
で医療費控除の申告が可能となっていますが、右記対象条件
の方は当組合から年間医療費のお知らせの発行をしており
ません。当組合発行の医療費通知が手元に届くまで領収証
を大切に保管しておきましょう！！

①年途中で退職等の理由により当組合加入
されていない方

②令和5年12月診療分
③保険適用外（自費分）

2024年2月中旬頃配付予定

当組合
ホームページ

画面

組合のシステムの都合上、自己負担額が一部相違している場合もあります。その場合はご自身が支払った費用で申告しましょう！！

高額療養費の受給を受けられた
方（限度額適用認定証による現
物給付含む）は、こちらに金額が
表示されます。
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特定健診のQ A&

特 定 健 診で
生活習慣病を予防しよう

　肥満で内臓の周囲に脂肪がたまり、高血圧、高血
糖、脂質異常が複数重なることで生活習慣病になりや
すくなっている状態をメタボリックシンドロームといい
ます。そのままの状態が続くと動脈硬化が急速に進
み、やがて重い後遺症が残る脳卒中や心臓病など、致
命的な病気を発症してしまうかもしれません。
　あなたの健康と未来を守るために、特定健診で生活
習慣病の徴候を発見して、大きな病気を発症する前に
予防しましょう。

まだ、特定健診を受診されてない方は 6月にご案内した資料をご覧ください。また巡回健診契約施設「京都工場保健会」
では新たに会場を設け地域限定の特定健診を実施します。ただし地区及び日程を限定して行うものとなりますのでぜひ
受診をご検討ください。

Q.痩せていても
 受診が必要
 ですか？

A 痩せていても生活習慣病
を発症する方はたくさん

いらっしゃいます。特定健診を受
診して体の状態を確認することが
健康を守ることにつながります。

Q.医師に
 かかっているのに
 受けるの？

A 治療中であっても体全体
のチェックが必要ですの

で、必ず受診してください。治療中
の病気以外にも生活習慣病のリス
クが隠れているかもしれません。

Q.パート先ですでに
 健診を受けている
 場合は？

A 被扶養者の方でパート先な
どの健診を受診した場合は、

その健診結果を提出してください。
健診結果を提出することで重複して
健診を受けすに済みます。

生活習慣病のリスクが高い方は
　　　　　　　　　　　します！特定保健指導でサポート
特定健診の結果から生活習慣病のリスクが高いと判定された方に
は、特定保健指導を行います。保健師や管理栄養士などの専門家が
無料で健康づくりをサポートしますので、対象になった場合は必ず受
けましょう。
一人ではなかなか普段の生活を変えられない方も、専門家と一緒な
らきっと健康的な自分に変われます！

歯周病

抜歯の主原因別割合

歯周病

歯科健診歯科健診でで
歯歯と歯茎の健康チェッと歯茎の健康チェックク！！
　虫歯や歯周病など、歯と歯茎の病気は自然には治り
ませんので、異常はできるだけ早期発見・治療が大事
です。早期治療の方が痛みも少なく治療も短期間で済
みますから、症状がなくても定期的に歯科健診で歯と
歯茎の健康をチェックしましょう。もちろん、痛みや
違和感など気になる症状がある場合は、放置しないで
歯科医院を受診して相談しましょう。
　歯の健康を守り自分の歯を失わないようにすれば、
高齢になっても自分の歯で食事を楽しむことができ、
健康寿命を延ばすことにつながります。

　40歳以上になると歯
周病で歯を失うことが特
に多くなります。また、歯
周病は歯を失うだけでなく、歯周病菌の出す
毒素の影響が全身に及び、糖尿病、脳卒中、
心臓病、肺炎、骨粗しょう症、がんなどさま
ざまな病気の要因になります。

①毎日丁寧にブラッシング
　歯磨きを丁寧に行うことで
　口の中を清潔に保ちます。
②歯間ブラシとデンタルフロスも活用
　歯と歯の間など歯ブラシが届きにくい部分も清潔に。
③歯科健診で歯と歯茎の健康チェック
　定期的に歯科健診を受けて異常を早期発見！
④できるだけ早く禁煙に取り組む
　タバコは歯周病を悪化させ歯を失う原因になります。

（公益財団法人8020推進財団「第２回 永久歯の抜歯原因調査報
告書」を基に作成）

歯医者さんは歯が痛くなったら行く場所と考えていませんか。
大事な歯を失わないために歯科健診を受けて歯を守りましょう。

虫歯（う蝕） 
29.2%

歯周病 37.1%

歯が割れた
（破折）
 17.8%

その他・不明等
 16.1%

歯を守るためのポイント

歯周病

40歳以上は
歯周病に要注意！

ファミリー歯科健診（後期）のご案内

当組合では「治療」から「予防」に視点を向けた歯と口腔の健康づくりに取組んでおり、近畿総合健康
保険組合協議会との共同事業としてファミリー歯科健診を例年（年2回）実施しています。
なお、今年度の後期実施分は差し込みのリーフレットの通りとなっておりますので、この機会にぜひ受
診していただきますようご案内いたします。
受診対象者は、当組合に加入されているご本人、被扶養者の方となり、健診費用は当組合が全額負担
しますので、受診者の負担はありません。
また利用された方には「歯ブラシセット」をプレゼントいたします。
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兵庫県運輸業健康保険組合　〒６５０-００２５　神戸市中央区相生町4丁目6番4号　TEL（078）341-4801

No.167

2024

新年号

あなたの健康づくりを応援します

あなたが加入している健康保険組合です。
大切なお知らせを掲載しています。ご家族の皆さまでお読みください。

厚生労働省近畿厚生局の事務監査が実施されました
監督庁である厚生労働省近畿厚生局の事務監査が去る10月31日（火）、健保会館会議室において実施されました。
その結果、「改善を要する事項が認められたものの、事業全般については概ね良好に実施されている。引き続き、保
険者として保健事業の充実を図るとともに、さらに適正な事業運営に取り組み、健康保険制度の公平性及び信頼性
の確保に尽力すること。」という講評をいただきました。

〝参加して良かった〞と実感できるプログラムです

＊1：既往歴等によっては、参加者様の健康を守るため、医薬品をお渡し出来ない場合がございます。
＊2：上記以外でもうつ病の既住歴やその他治療中の病気がある方は、主治医の許可が出ない場合

は参加をお断りすることがございます。
＊3：参加資格がないことが発覚した場合、（退職者等）は全額自己負担の場合がございます。
＊4：動作環境については、アプリダウンロード上の画面で要件をご確認ください。（PC/タブレット不可）

● ご参加の条件 ＊2
● 健康保険組合へご加入の方 ＊3
● スマートフォンアプリを利用できる方 ＊4
● 禁煙を希望する方

● お問合せ
ascure（アスキュア）卒煙サポートチーム
メール：ascure@cureapp.jp
TEL：050-3066-5944
対応時間：月曜～金曜 10:00～17:00
　　　　   （土日祝日休み）

【申込期限】
2024年2月29日 （木） まで
※申込み後のプログラム契約開始期限：2024年3月31日（日）

【申込上限人数】
 先着順となりますので、お申込みはお早目に！

主 な 内 容
新年のごあいさつ
年間医療費のお知らせ及び医療費控除について
特定健診の受診案内について

検 索

http://www.hyogo-unyu-kenpo.or.jp/

ホームページに皆さまに役立つ情報を掲載しております。

兵庫県運輸業健康保険組合




